
中
ソ
不
可
侵
条
約
と
ソ
連
の
対
中
国
軍
事
援
助

駒

村
　
　
　
　
哲

（111）　中ソ不可侵条約とソ連の対中国軍事援助

は
じ
め
に

　
一
九
三
七
年
の
中
ソ
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
慮
溝
橋
事

件
勃
発
前
の
ソ
連
と
中
国
（
国
民
政
府
と
共
産
党
）
の
相
互
関
係

を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
自
国
の
防
衛
を
第
一
に
考
え
る
ソ
連
と
し
て
は
日
ソ
関
係

の
悪
化
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
準
備
の
整
わ
な
い
う
ち
は
日

本
と
の
直
接
戦
闘
を
回
避
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
日
中
戦
争

に
対
し
て
は
不
介
入
政
策
を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
中
国
の
対
日
抗

戦
を
支
援
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
抗
日
戦
よ
り

も
掃
共
戦
を
優
先
し
て
き
た
蒋
介
石
の
率
い
る
国
民
政
府
も
、
西

安
事
件
の
解
決
を
機
に
対
ソ
関
係
改
善
に
向
け
て
す
で
に
動
き
出

し
て
い
た
。
一
方
、
日
本
の
侵
略
阻
止
を
前
面
に
掲
げ
る
中
国
共

産
党
は
国
民
党
勢
カ
も
取
り
入
れ
た
形
で
の
抗
日
民
族
統
一
戦
線

の
結
成
を
望
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
ソ
連
の
全
面
的
な
支
持
を
期

待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
七
年
七
月
盧
溝
橋
事
件
が
勃
発
し
、
日
中
戦
争
が
始
ま

る
と
、
蒋
介
石
政
権
は
、
抗
日
戦
を
戦
う
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要

な
武
器
そ
の
他
の
物
資
を
ソ
連
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き

た
。
こ
う
し
た
中
国
側
の
窮
状
を
利
用
し
て
、
ソ
連
は
三
七
年
八

月
中
ソ
不
可
侵
条
約
を
締
結
し
て
、
積
極
的
に
対
中
国
軍
事
援
助

に
乗
り
出
す
。

　
そ
の
目
的
が
、
ソ
違
側
研
究
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本

侵
略
者
に
対
す
る
中
国
人
昆
の
民
族
解
放
戦
争
を
支
持
す
る
と
い

う
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
中
国
政
府
を
反
』
ミ
ン
テ
ル
ン
陣
営

か
ら
引
き
離
し
、
断
固
抗
日
陣
営
に
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
間
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接
的
に
自
国
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

　
ソ
連
の
対
中
援
助
は
中
ソ
不
可
侵
条
約
締
結
以
後
、
本
椿
化
す

る
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
両
者
の
関
連
に
注
目
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕
　
　
　
　
　
一

の
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
現
在
利
用
可
能
な
ソ
連
側
史
料
（
研
究
書
も
ふ
く

め
て
）
に
依
拠
し
て
、
中
ソ
不
可
侵
条
約
と
武
器
援
助
問
題
が
密

接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
中
ソ
交
渉
（
主
な
争
点
は
、

相
互
援
助
条
約
か
そ
れ
と
も
不
可
侵
条
約
か
、
後
者
と
武
器
援
助

協
定
締
結
の
タ
ィ
ミ
ン
グ
）
に
焦
点
を
あ
て
て
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
ソ
連
の
対
中
国
軍
事
援
助
の
実
態
（
内
容
と
方
法
）
を

解
明
し
た
い
。

ニ
　
ソ
連
の
対
中
国
政
策
基
本
方
針

　
ま
ず
、
こ
の
ソ
連
の
対
中
国
援
助
が
も
っ
ぱ
ら
蒋
介
石
（
国
民

党
）
政
府
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
ソ
連
が
西
安
事
件
の
解
決
を
目
指
し
た
こ
と
、
「
中
国
に
お

け
る
統
一
戦
線
が
す
で
に
国
民
党
を
包
摂
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い

　
＾
2
）

う
判
断
」
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ぱ
、
抗
日
闘
争
内
部

で
の
国
共
対
立
の
激
化
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

も
っ
ぱ
ら
国
民
政
府
に
援
助
を
与
え
た
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
中

国
共
産
党
も
基
本
的
に
は
こ
の
政
策
を
支
持
す
る
方
針
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
日
独
防
共
協
定
締
結
か
ら
日
中
戦
争
勃
発
。
ま
で
の
ソ
連
の
中
国

政
策
の
基
本
方
針
を
示
す
文
書
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
「
今
後

の
対
中
国
関
係
強
化
間
題
に
関
す
る
ソ
連
政
府
の
立
場
」
と
題
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

る
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
駐
華
ソ
連
大
使
宛
政
府
訓
令
で
あ
る
。
こ
の
訓

令
が
作
成
さ
れ
た
期
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
三
六
年
末

か
ら
三
七
年
初
め
ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
は
そ
の
後
の
緊
迫

し
た
国
際
情
勢
を
十
分
見
通
し
て
、
ソ
連
の
援
助
に
よ
り
中
国
を

抗
日
勢
カ
と
し
て
強
化
す
る
政
策
を
す
す
め
る
方
針
を
示
し
て
お

り
、
き
わ
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
多
少
長
く
な
る
が
全
文

引
用
す
る
。

　
　
（
一
）
　
共
通
の
危
険
に
対
す
る
中
ソ
協
カ
を
従
来
通
り
支
持

　
　
し
て
い
く
こ
と
、
し
か
し
こ
う
し
た
協
カ
を
中
ソ
ニ
国
間
の

　
　
相
互
援
助
条
約
と
し
て
定
式
化
す
る
の
は
尚
早
と
考
え
る
こ

　
　
と
、
そ
の
か
わ
り
、
こ
の
決
定
の
（
二
）
で
述
べ
ら
れ
て
い

　
　
る
条
件
で
広
範
な
友
好
条
約
を
結
ぷ
こ
と
、
及
ぴ
以
下
の
項

　
　
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
状
況
に
し
た
が
っ
て
実
際
的
な
協
カ
を

　
　
行
な
う
こ
と
を
こ
の
段
階
で
提
案
す
る
こ
と
、
等
を
蒋
介
石
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（113）　中ソ不可侵条約とソ連の対中国軍事援助

に
表
明
す
る
件
を
大
使
に
一
任
す
る
。

（
二
）
　
南
京
政
府
と
友
好
条
約
を
結
ぷ
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

そ
の
際
日
独
秘
密
協
定
に
あ
る
の
と
同
様
な
趣
旨
と
本
文
を

そ
の
中
に
挿
入
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
第
三
国
に
よ
る
一

方
の
締
約
国
へ
の
攻
撃
の
危
険
が
あ
る
と
き
、
他
方
の
締
約

国
は
第
三
国
を
有
利
な
状
況
に
お
く
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た

り
、
そ
れ
と
協
定
を
精
ん
だ
り
し
な
い
義
務
を
規
定
す
る
。

ま
た
、
そ
の
共
通
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
と
る
べ
き
措
置

に
つ
い
て
両
締
約
国
で
相
亙
に
協
議
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
条
約
に
は
、
全
般
的
な
太
平
洋
相
互
援
助
協

定
が
発
効
す
る
と
き
の
中
ソ
友
好
条
約
の
自
動
廃
棄
を
規
定

し
た
上
で
、
両
国
が
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
太
平
洋
相
互
援
助
協

定
を
早
急
に
結
ぷ
よ
う
協
カ
す
る
義
務
を
合
む
こ
と
。

（
三
）
　
南
京
政
府
と
軍
事
技
術
協
定
を
結
ぷ
こ
と
は
、
以
下

の
点
を
考
慮
し
て
さ
ら
に
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
乱
）
す
で
に
我
が
方
が
南
京
政
府
に
対
し
て
行
な
っ
た
原

則
的
約
束
に
し
た
が
っ
て
、
飛
行
機
、
戦
車
、
そ
の
他
の
軍

事
装
備
を
売
却
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
に
南
京
政
府
に
対
し

て
、
二
－
三
年
利
用
可
能
な
五
〇
〇
〇
万
米
国
ド
ル
借
款
を

供
与
す
る
こ
と
。
但
し
、
兵
器
購
入
の
支
払
い
分
と
し
て
、

一
〇
年
間
に
わ
た
り
、
錫
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
茶
、
絹
、
そ

の
他
の
中
国
製
品
を
納
入
す
る
こ
と
。

（
b
）
す
で
に
我
が
方
が
与
え
た
約
束
に
し
た
が
っ
て
、
中

国
人
バ
イ
ロ
ツ
ト
と
戦
車
兵
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
こ

と
。
最
悪
の
場
合
に
は
、
中
国
西
北
に
あ
る
、
然
る
べ
き
中

国
軍
事
学
校
に
我
が
国
の
教
官
を
派
遣
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
。

（
C
）
甘
粛
経
由
で
中
ソ
を
結
ぷ
唯
一
の
連
絡
網
に
日
本
側

か
ら
脅
威
が
与
え
ら
れ
た
場
合
及
び
中
国
軍
司
令
部
か
ら
要

請
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
達
絡
網
を
守
り
、
中
国
軍
に
加
わ

る
た
め
に
我
が
隊
員
と
と
も
に
若
干
の
飛
行
機
並
ぴ
に
戦
車

団
を
送
る
こ
と
。

（
四
）
　
中
国
東
方
と
の
連
絡
を
確
保
し
、
右
記
方
策
の
実
施

を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
一
九
三
五
年
三
月
一
九
日
付
イ
ン

　
　
　
　
　
＾
4
〕

ス
タ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
が
南
京

政
府
に
対
し
て
行
な
っ
た
、
ソ
連
国
境
か
ら
ウ
ル
ム
チ
、
ハ

、
、
、
、
蘭
州
、
西
安
、
南
京
、
上
海
ま
で
の
航
空
路
開
設
使
用

の
た
め
に
、
対
等
の
条
件
で
中
ソ
会
社
を
つ
く
る
提
案
を
再

開
し
、
す
す
め
る
こ
と
。

（
五
）
　
右
記
の
協
定
を
南
京
政
府
と
結
ぷ
際
、
中
国
軍
の
中
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に
い
る
ド
イ
ツ
人
軍
事
顧
問
を
す
べ
て
排
除
す
る
よ
う
に
努

　
　
め
る
こ
と
。

　
こ
の
文
書
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
ソ
連
側
が
二
国
間
の
相
互

援
助
条
約
よ
り
も
多
国
間
の
そ
れ
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
、
及
ぴ

軍
事
面
で
は
物
的
援
助
だ
け
で
な
く
人
的
援
助
も
考
慮
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ソ
連
が
、
単
独
で
フ
ァ
シ
ス
ト
諸
国
の
侵
略
に
対
処
す

る
の
で
は
な
く
、
西
欧
諸
国
に
集
団
的
抵
抗
を
呼
ぴ
か
け
る
（
い

わ
ゆ
る
集
団
安
全
保
障
）
と
同
時
に
、
最
悪
の
場
合
に
は
、
一
国

の
み
で
も
反
フ
ァ
シ
ス
ト
陣
営
を
強
化
す
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
七
年
春
に
は
、
ソ
連
外
交
が
・
こ
の
文
書
に
示
さ
れ
た
方
針
に

し
た
が
っ
て
展
開
し
始
め
た
。
、
三
七
年
三
月
一
一
日
、
前
年
一
〇

月
顔
恵
慶
に
代
わ
っ
て
駐
ソ
大
使
に
任
命
さ
れ
た
蒋
廷
繊
と
会
談

し
た
リ
ト
ピ
ノ
フ
外
務
人
民
委
員
は
、
英
米
を
含
め
た
太
平
洋
地

域
協
定
に
よ
っ
て
の
み
、
日
本
の
侵
略
の
完
全
阻
止
と
極
東
の
平

和
確
保
が
可
能
と
な
り
、
日
本
は
対
抗
で
き
ず
、
遅
か
れ
早
か
れ

こ
れ
に
参
加
す
る
だ
ろ
う
と
語
り
、
こ
の
構
想
を
英
米
に
納
得
さ

せ
る
方
向
で
、
中
ソ
の
外
交
努
カ
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
大
使
は
、
ま
ず
始
め
に
中
核
と
な
る
中

ソ
協
定
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
他
の
太
平
洋
諸
国
が
参
加
す
る
方
が

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
尋
ね
た
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ト
ビ
ノ
フ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
（
い
わ
ゆ
る
東
方
条
約
）
を
引
用
し
て
あ
く
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

で
も
集
団
安
全
保
障
構
想
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
上
海
に
帰
任
し
た
（
四
月
一
日
）
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
駐
華
ソ

連
大
使
は
王
寵
恵
外
交
部
長
と
会
見
し
、
訓
令
に
し
た
が
っ
て
以

下
の
よ
う
な
ソ
連
側
提
案
を
伝
え
た
。

　
ま
ず
第
一
に
中
国
政
府
が
太
平
洋
地
域
相
互
援
助
協
定
を
発
議

す
る
よ
う
に
、
そ
の
場
合
ソ
連
側
は
こ
の
提
案
に
賛
成
で
あ
り
、

こ
の
問
題
で
で
き
る
隈
り
中
国
政
府
に
協
カ
す
る
こ
と
。

　
次
に
太
平
洋
協
定
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
中
ソ
ニ
国
間
の
相

互
援
助
協
定
締
結
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
こ

と
。
そ
の
際
大
使
が
強
調
し
た
の
は
、
単
な
る
覚
書
の
交
換
で
は

な
く
、
太
平
洋
協
定
成
立
を
目
指
し
た
真
面
目
で
ね
ば
り
強
い
共

同
の
外
交
努
カ
で
あ
り
、
太
平
洋
協
定
の
不
可
能
な
こ
と
が
す
っ

か
り
明
ら
か
に
な
っ
た
後
で
の
み
、
二
国
間
の
相
互
援
助
協
定
問

題
を
再
び
審
議
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
犬
使
は
中
ソ
不
可
侵
条
約
交
渉
に
す
ぐ
着
手
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
中
国
政
府
の
否
定
的
態
度
は

理
解
で
き
な
い
と
し
て
、
中
国
政
府
に
と
っ
て
こ
の
条
約
の
利
益

411



（115）　中ソ不可侵条約とソ連の対中国軍事援助

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
将
来
あ
り
う
る
二
国
間
協
定
（
相
互
援

助
）
交
渉
を
か
な
り
容
易
に
す
る
と
語
っ
た
。
な
お
、
九
力
国
条

約
の
全
加
盟
国
に
こ
の
提
案
を
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う

王
外
交
部
長
の
質
問
に
対
し
て
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
は
中
、
英
、
ソ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

日
、
米
、
仏
の
主
要
国
の
み
で
よ
ろ
し
い
と
答
え
た
。
以
上
の
ご

と
く
、
ソ
連
側
が
中
ソ
ニ
国
間
の
相
亙
援
助
協
定
よ
り
も
太
平
洋

地
域
相
互
援
助
協
定
と
い
う
集
団
安
全
保
障
体
制
の
構
想
に
強
い

関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
大
使
が
、
訓
令
を
一
歩
す
す
め
て
不

可
侵
条
約
の
交
渉
開
始
を
提
議
し
た
の
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
で

あ
ろ
う
か
。
ソ
連
の
主
張
す
る
集
団
安
全
保
陣
構
想
に
対
し
て
、

英
米
を
中
心
と
す
る
欧
米
諸
国
の
態
度
は
依
然
と
し
て
冷
淡
で
あ

り
、
ま
た
、
当
事
者
で
あ
る
中
国
政
府
の
消
極
的
姿
勢
か
ら
み
て

そ
の
実
現
可
能
性
が
き
わ
め
て
乏
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
大
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

は
十
分
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
民
政
府
が

日
本
と
和
解
す
る
（
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
陣
営
に
参
加
す
る
）
の
を

阻
止
す
る
た
め
に
、
不
可
侵
条
約
を
持
ち
出
し
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
こ
れ
が
そ
の
後
、
ソ
達
政
府
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
こ

と
は
次
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
一
一
中
ソ
不
可
侵
条
約
と
武
器
援
助
問
題

　
日
中
戦
争
の
開
始
に
よ
り
、
中
ソ
関
係
は
新
た
な
局
面
を
迎
え

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
中
国
政
府
が
ソ
連
ど

の
二
国
間
の
関
係
改
善
を
目
指
し
て
活
発
な
動
き
を
み
せ
始
め
た

こ
と
で
あ
る
。

　
慮
溝
橋
事
件
勃
発
後
も
、
ソ
連
側
は
従
来
通
り
中
国
政
府
に
よ

る
太
平
洋
地
域
協
定
の
提
唱
、
中
ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結
、
そ
の

帰
結
と
し
て
二
国
間
条
約
交
渉
に
固
執
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

中
国
側
は
、
関
係
諸
国
の
消
極
的
態
度
か
ら
み
て
太
平
洋
協
定
の

実
現
は
期
待
で
き
ず
、
日
中
戦
争
の
開
始
に
よ
っ
て
華
北
の
状
況

が
変
わ
っ
た
と
し
て
、
中
ソ
相
互
援
助
協
定
を
望
ん
で
い
る
こ
と

　
　
　
　
＾
8
）

を
表
明
し
た
。

　
ソ
ビ
エ
ト
側
提
案
に
対
す
る
中
国
政
府
の
こ
う
し
た
態
度
に
つ

い
て
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大
使
は
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
外
務
人
民
委
員
代

理
宛
七
月
ニ
ハ
日
付
電
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
。

・
　
（
一
）
　
中
国
政
府
は
こ
の
よ
う
な
協
定
締
結
が
間
接
的
に
日

　
　
本
の
満
州
併
合
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
て
い
る
。

　
　
が
実
際
の
理
由
は
日
本
の
反
発
を
避
け
、
ま
だ
和
解
の
道
を

　
　
残
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
態
度
か
ら
み
て
、
中
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国
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
と
考
え
る
根
拠
は
何
も
な

　
　
い
。
（
二
）
中
ソ
不
可
侵
条
約
に
も
相
変
わ
ら
ず
消
極
的
で

　
　
長
引
か
せ
て
い
る
。
（
二
）
物
的
援
助
間
題
で
も
引
き
延
ぱ

　
　
し
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
額
に
不
満
だ

　
　
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
ソ
連
か
ら
の
援
助
を
受
け
取
る
こ
と

　
　
は
日
独
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
結

　
　
論
と
し
て
、
「
こ
う
し
た
不
満
な
交
渉
結
果
に
も
か
か
わ
ら

　
　
ず
、
ソ
連
の
と
っ
て
い
る
立
場
が
完
全
に
正
し
い
こ
と
は
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

　
　
民
党
側
も
知
っ
て
い
る
」
と
記
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
日
本
を
刺
激
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
と
と
も
に
、
米
英

か
ら
の
対
中
援
助
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
懸
念
し
て
ソ
連
と

の
提
携
を
差
し
控
え
て
き
た
中
国
が
、
単
な
る
不
可
侵
条
約
で
は

な
く
相
互
援
助
条
約
を
希
望
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
恩
う
に
、
日
中
戦
争
の
拡
大
が
必
至
と
な
り
つ
つ
あ
る
情
勢
下
、

国
民
政
府
と
し
て
も
、
稜
極
的
に
抗
日
戦
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
際
、
米
英
が
日
本

と
の
関
係
を
考
慮
し
て
積
極
的
な
対
中
援
助
に
踏
み
切
れ
な
い
以

上
、
蒋
介
石
が
武
器
援
助
を
期
待
で
き
る
の
は
、
ソ
連
の
み
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
か
く
し
て
、
国
民
政
府
は
ソ
連
と
．
の
提
携
に
向
け
て
い
っ
そ
う

活
発
な
動
き
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
七
月
二
六
日
、
蒋
介
石
の
意
を
受
け
た
張
群
が
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大

使
を
訪
ね
、
蒋
の
考
え
を
伝
え
た
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
今
や
日
中
戦
争
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
、
中

国
政
府
は
日
本
の
同
盟
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
か
ら
の
武
器
調
達
を
も

は
や
こ
れ
以
上
当
て
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
国
の
備
蓄
は

わ
ず
か
六
－
七
力
月
し
か
な
い
。
中
国
に
と
っ
て
唯
一
の
可
能
な

供
給
国
は
ソ
連
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
こ
の
問
題
（
武
器
調
達
）
を

ソ
連
か
ら
の
い
か
な
る
政
治
的
義
務
も
負
わ
な
い
、
純
粋
に
商
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

的
な
も
の
と
考
え
る
よ
う
頼
ん
だ
、
と
い
う
。

　
こ
の
会
見
後
、
大
使
は
以
前
の
提
案
を
修
正
し
て
、
華
北
情
勢

の
急
転
回
に
関
連
し
て
武
器
調
達
と
不
可
侵
条
約
と
を
結
び
つ
け

ず
、
実
務
的
に
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
が
い
っ
そ
う
適
切
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

る
と
考
え
る
に
至
っ
た
、
と
外
務
人
民
委
員
部
に
報
告
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
七
月
三
一
日
、
リ
ト
ピ
ノ
フ
は
ボ
ゴ
モ
ロ
フ

宛
に
、
現
時
点
で
の
相
互
援
助
条
約
締
結
は
以
前
よ
り
も
適
当
で

な
い
こ
と
、
そ
の
理
由
は
こ
う
し
た
条
約
は
直
ち
に
対
日
宣
戦
布

告
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
兵
器
購
入
額
は
一
年

を
限
度
と
し
て
一
億
元
ま
で
増
や
す
用
意
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
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引
渡
し
分
と
し
て
、
装
備
付
き
飛
行
機
二
〇
〇
機
と
戦
箪
二
〇
〇

台
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
中
国
人
パ
イ
ロ
ヅ
ト

と
戦
車
兵
の
訓
練
を
引
き
受
け
る
用
意
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
最

後
に
、
武
器
引
渡
し
の
不
可
欠
の
条
件
は
、
予
め
不
可
侵
条
約
を

締
結
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
ソ
連
側
の
意
向
を
伝
え
て
い
詔
。

　
中
国
が
日
本
と
と
も
に
反
ソ
軍
事
同
盟
に
加
わ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
不
安
が
、
こ
う
し
た
意
向
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
つ
い
で
八
月
二
日
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大
使
は
直
接
蒋
介
石
と
会
談

し
て
、
中
ソ
間
の
諸
問
題
に
関
し
意
見
交
換
を
行
な
っ
た
。

　
ま
ず
始
め
に
大
使
は
、
現
在
ソ
連
政
府
は
相
亙
援
助
条
約
の
ど

ん
な
交
渉
も
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
と
言
明

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蒋
は
援
助
の
増
額
と
飛
行
機
の
増
加

（
二
〇
〇
機
で
は
な
く
五
〇
〇
機
）
を
希
望
す
る
旨
、
語
っ
た
。

そ
し
て
主
な
議
論
は
不
可
侵
条
約
問
題
に
及
ん
だ
。

　
辮
介
石
は
、
条
約
が
中
国
の
主
権
侵
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
は

な
い
と
い
う
条
件
で
、
直
ち
に
ソ
連
と
不
可
侵
条
約
を
結
ぷ
こ
と

に
は
原
則
と
し
て
賛
成
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
状
況
の
下
で
も
、

そ
れ
が
軍
事
援
助
協
定
の
代
価
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
に
は
同
意

で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
は
、
第
一

に
不
可
侵
条
約
の
本
質
は
両
国
が
互
い
に
侵
賂
し
な
い
と
い
う
義

務
を
負
う
こ
と
に
あ
り
、
相
手
国
を
侵
賂
し
な
い
と
い
う
義
務
は

そ
れ
を
な
ん
ら
か
の
代
価
と
解
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
、
第
二
に

わ
が
国
の
武
器
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
不

可
侵
条
約
と
い
う
形
で
最
小
隈
保
証
さ
れ
な
い
の
に
、
中
国
に
武

器
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
答
え
た
。
以
上
が
中
ソ
そ
れ

ぞ
れ
の
基
本
的
主
張
で
あ
る
。

　
あ
く
ま
で
も
不
可
侵
条
約
調
印
が
武
器
引
渡
し
に
先
行
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
ソ
連
政
府
に
対
し
て
、
蒋
介
石
は
引
渡
し
の
実
施

は
条
約
調
印
後
行
な
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
不
可
侵
条
約
以
前
に
武

器
調
達
協
定
に
調
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
間
い
質
し
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
犬
使
は
も
し
不
可
侵
条
約
が
成
立
し
な
い
場

合
に
は
武
器
調
達
協
定
調
印
の
意
味
も
な
く
な
る
の
は
自
明
の
こ

と
で
あ
り
、
極
端
な
場
合
、
二
つ
の
文
書
は
同
時
に
調
印
さ
れ
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
答
え
た
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
蒋
は
進
退
き
わ
ま
り
、
代
わ
っ
て
今
度
は
、

蒋
介
石
夫
人
が
、
彼
の
立
場
を
説
明
し
て
ソ
連
と
の
不
可
侵
条
約

を
無
条
件
に
調
印
す
る
用
意
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
武
器
調
達
協
定

の
た
め
の
代
価
と
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
こ
と
、
ま
た

彼
は
他
の
す
べ
て
の
国
に
援
助
を
要
請
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
万
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一
の
場
合
に
は
独
カ
で
日
本
の
侵
略
に
反
撃
を
加
え
る
考
え
で
あ

る
と
伝
え
た
。

　
つ
づ
い
て
、
ソ
連
が
武
器
引
渡
し
と
不
可
侵
条
約
締
結
を
関
連

さ
せ
る
主
張
を
繰
り
返
し
た
後
、
最
後
に
、
蒋
介
石
は
不
可
侵
条

約
を
公
表
せ
ず
、
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
尋
ね

た
。
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
は
通
常
の
条
約
と
同
様
公
表
す
る
の
が
当
然
で

あ
る
と
答
え
た
が
、
蒋
の
希
望
を
本
国
政
府
に
侯
え
る
こ
と
を
約

束
し
た
。

　
と
も
か
く
つ
い
に
中
国
側
は
不
可
侵
条
約
交
渉
を
す
ぐ
開
始
す

る
こ
と
に
同
意
し
、
王
寵
恵
外
交
部
長
と
の
間
で
交
渉
が
行
な
わ

　
　
　
　
　
　
＾
聰
）

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
中
ソ
交
渉
の
そ
の
後
の
経
過
は
以
下
の
と

　
　
　
＾
1
4
）

お
り
で
あ
る
。

　
八
月
八
日
、
中
国
側
草
案
を
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大
使
に
手
交
。
同
日

外
務
人
民
委
員
部
宛
電
報
で
、
犬
使
は
、
陳
立
夫
が
「
調
印
の
際
、

両
国
と
も
日
本
と
不
可
侵
条
約
を
結
ぱ
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
を

口
頭
で
約
東
す
る
よ
う
に
中
国
政
府
は
希
望
し
て
い
る
」
と
述
べ

た
旨
、
報
告
し
た
。

　
翌
九
日
、
ソ
連
側
は
犬
使
宛
訓
令
で
、
第
二
条
（
一
ま
た
は
二

以
上
の
侵
略
国
が
被
侵
略
国
の
不
利
に
利
用
す
る
こ
と
あ
る
べ
き

何
ら
の
行
動
ま
た
は
協
定
を
も
な
さ
ざ
る
こ
と
）
を
加
え
る
よ
う

指
示
。
ま
た
、
こ
の
条
項
に
よ
り
中
国
が
提
起
し
た
、
日
本
と
不

可
侵
条
約
を
結
ぱ
な
い
と
い
う
問
題
が
す
っ
か
り
解
決
さ
れ
る
こ

と
、
及
ぴ
こ
の
付
加
に
よ
り
中
国
側
も
、
本
質
に
お
い
て
「
反
ソ

的
性
格
」
を
帯
び
て
い
る
日
独
協
定
の
よ
う
な
「
反
コ
、
・
、
ン
テ
ル

ン
」
協
定
を
結
ぱ
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
を
口
頭

で
指
摘
す
る
よ
う
指
示
。
第
二
条
の
こ
う
し
た
解
釈
に
つ
い
て
双

方
の
然
る
べ
き
口
頭
声
明
を
一
致
さ
せ
る
よ
う
大
使
に
一
任
。

　
八
月
一
二
日
、
王
外
交
部
長
と
の
交
渉
経
過
に
つ
い
て
本
国
に

知
ら
せ
る
中
で
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
は
、
「
貴
方
（
ソ
連
政
府
）
の
最

近
の
追
加
で
我
々
の
文
案
に
第
二
条
が
採
択
さ
れ
た
。
王
は
、
中

国
政
府
が
ソ
連
側
の
文
案
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
限
り
、
両

国
閥
で
口
頭
の
確
認
（
ソ
連
側
に
と
っ
て
、
日
中
が
不
可
侵
協
定

を
結
ぱ
な
い
ー
い
か
な
る
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
協
定
も
結
ば
な
い
こ

と
）
は
無
用
で
あ
る
と
主
張
し
た
」
旨
、
伝
え
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
八
月
二
一
百
、
外
務
人
民
委
員
部
の
大
使
宛

訓
令
は
、
中
国
が
不
可
侵
条
約
発
効
中
、
他
国
と
い
わ
ゆ
る
反
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
条
約
を
結
ぱ
な
い
と
い
う
公
約
が
絶
対
に
必
要
で
あ

　
　
　
＾
旭
）

る
と
主
張
。

　
以
上
の
よ
う
に
中
ソ
両
国
の
主
張
は
か
な
り
の
対
立
を
み
せ
て

118



（119）　中ソ不可侵条約とソ連の対中国軍事援助

い
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
八
月
二
一
日
に
な
っ
て
不
可
侵

　
＾
珊
〕

条
約
が
調
印
さ
れ
、
発
表
は
三
一
日
と
決
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ

の
時
武
器
調
達
協
定
が
モ
ス
ク
ワ
で
調
印
さ
れ
る
こ
と
に
蒋
介
石

　
　
　
＾
〃
）

は
同
意
し
た
。

　
翌
二
二
日
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大
使
は
条
約
締
結
直
前
の
交
渉
内
容

に
つ
い
て
興
味
深
い
報
告
を
外
務
人
民
委
員
部
に
送
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
徐
謹
（
外
交
部
次
長
）
が
不
可
侵
条
約
と
武
器

調
達
協
定
を
同
時
に
調
印
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
蒋
介

石
の
態
度
変
更
（
以
前
、
彼
は
不
可
侵
条
約
が
武
器
調
達
協
定
の

代
価
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
両
者
を
結
ぴ
つ
け
る
こ
と
に

反
対
し
て
い
た
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
う
し
た
態
度
が
、

モ
ス
ク
ワ
に
き
わ
め
て
否
定
的
な
印
象
を
与
え
、
問
題
全
体
を
長

引
か
せ
る
こ
と
に
な
る
と
危
慎
の
念
を
抱
い
た
大
使
は
「
中
国
政

府
は
火
遊
ぴ
を
し
、
一
い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
か
ら
何
を
欲
し
て
い
る

の
か
、
日
本
と
戦
う
た
め
の
飛
行
機
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
条
約

文
か
」
と
激
し
い
不
信
感
を
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
大
使
の
憤
癩
を
聞
き
知
っ
た
蒋
は
、
徐
謹
の
菱
言

は
自
分
の
考
え
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
ぐ
条
約
を
結
ぷ
よ

う
王
寵
恵
に
指
示
し
た
と
い
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
親
日
派
が

蒋
に
圧
カ
を
か
け
て
条
約
調
印
を
遅
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
彼
は

反
日
グ
ル
ー
プ
に
接
近
し
て
お
り
、
彼
の
妻
も
反
日
感
を
も
っ
て

い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
モ
ス
ク
ワ
ヘ
の
要
望
と
し
て
ボ

ゴ
モ
ロ
フ
は
、
今
す
ぐ
飛
行
機
を
中
国
に
送
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
り
反
日
グ
ル
ー
プ
の
立
場
は
非
常
に
強
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
）

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
中
ソ
交
渉
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
第
一
に
、
ソ
連
は

嵐
溝
橋
事
件
以
前
か
ら
、
中
国
が
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
陣
営
に
加
わ

る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
中
ソ
提
携
（
多
国
間
協
定
で
は
あ

る
が
）
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
中
国
は
臼
中
戦
争

開
始
後
、
ソ
連
か
ら
の
援
助
を
期
待
し
て
相
互
援
助
条
約
を
希
望

す
る
に
至
っ
た
が
、
日
中
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る

ソ
連
は
相
互
援
助
条
約
ほ
ど
緊
密
で
は
な
い
不
可
侵
条
約
に
固
執

し
た
こ
と
、
第
三
に
、
当
時
の
中
ソ
の
カ
関
係
か
ら
み
て
、
中
国

側
は
ソ
連
の
態
度
（
不
可
侵
条
約
が
武
器
援
助
協
定
に
先
行
す
る

こ
と
を
あ
く
ま
で
も
主
張
す
る
）
に
変
更
を
迫
る
手
段
を
殆
ど
持

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
条
約
に
よ
り
、
中
国
は
、
ソ
連
か
ら
の
援
助
を
期
待
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
日
本
と
の
和
解
の
可
能
性
を
排
除

し
た
。
一
方
ソ
連
は
、
一
段
と
中
国
政
府
を
自
国
に
依
存
さ
せ
る

と
と
も
に
、
日
中
戦
争
長
期
化
の
中
で
日
本
軍
の
中
国
戦
線
へ
の
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＾
1
9
〕

拘
東
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。
不
可
侵
条
約
に
至
る
中
ソ
交
渉

を
通
じ
て
、
ソ
連
は
外
交
目
的
の
達
成
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
ソ
連
の
対
中
国
軍
事
援
助

　
す
で
に
指
摘
し
た
，
こ
と
く
、
不
可
侵
条
約
交
渉
中
、
中
ソ
間
で

は
武
器
調
達
に
関
す
る
話
合
い
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
が
具
体
的
進
展
を
み
せ
る
の
は
、
条
約
調
印
後
で
あ
る
。

　
不
可
侵
条
約
調
印
直
後
の
八
月
二
三
日
、
蒋
介
石
は
楊
木
…
を
団

長
と
し
、
王
叔
銘
を
代
理
と
す
る
軍
事
使
節
団
を
任
命
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

を
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大
使
に
伝
え
た
。

　
つ
い
で
八
月
二
七
日
、
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
は
、
陳
立
夫
と
武
器
調
達

間
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。　

　
（
一
）
借
款
の
額
は
一
億
元
（
二
）
条
約
は
イ
ギ
リ
ス
ポ
ン

　
　
ド
で
締
結
（
三
）
借
款
の
期
間
は
六
年
で
、
一
年
目
は
据
置

　
　
（
四
）
飛
行
機
二
〇
〇
機
、
戦
車
二
〇
〇
台
を
送
る
こ
と

　
　
（
五
）
借
款
は
四
分
の
三
を
非
鉄
金
属
類
で
、
残
り
の
四
分

　
　
の
一
を
茶
そ
の
他
の
消
費
財
で
行
な
う
（
六
）
詳
細
な
条
約

　
　
は
モ
ス
ク
ワ
で
調
印
（
七
）
楊
木
…
と
張
群
は
今
朝
西
安
を
飛

　
　
ぴ
立
ち
、
二
九
日
か
三
〇
日
に
代
表
団
は
ウ
ル
ム
チ
に
着
く

　
　
予
定
、
楊
恭
が
中
国
政
府
唯
一
の
全
権
で
あ
る
（
八
）
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

　
　
機
の
戦
闘
機
を
調
達
分
と
し
て
蘭
州
に
送
っ
て
ほ
し
い

　
九
月
九
日
、
モ
ス
ク
ワ
に
於
て
ソ
連
国
防
人
民
委
員
代
表
と
楊

木
…
中
国
代
表
と
の
会
談
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
四
日
に
は

ソ
連
政
府
が
中
国
政
府
に
供
与
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
借
款
分
と

し
て
、
軍
事
設
傭
、
弾
薬
、
弾
丸
を
中
国
側
に
具
体
的
に
引
き
渡

す
了
解
が
成
立
し
た
。
ま
た
中
国
側
の
希
望
で
、
飛
行
機
の
第
一

陣
引
渡
し
期
日
も
短
縮
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
通
常
の
国
家
間
の

慣
例
と
は
異
な
っ
て
、
軍
事
設
備
調
達
は
借
款
協
定
が
で
き
る
数

力
月
前
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
第
一
次
借
款
協
定
（
三
八
年
三
月

一
日
調
印
）
ま
で
に
、
飛
行
機
二
八
二
機
が
中
国
に
送
ら
れ
た
と

　
＾
2
2
）

さ
れ
る
。

　
一
方
、
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
外
務
人
民
委
員
代
理
と
会
見
し
た
蒋

廷
敵
駐
ソ
大
使
は
、
中
国
に
も
っ
と
武
器
援
助
を
与
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
と
率
直
に
語
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
が
ソ
連
と
戦
う

こ
と
は
多
い
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
と
大
使
が
述
べ
た
の
に
対

し
、
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
は
一
つ
の
敵
と
戦
っ
て
い
る
中
国
よ
り
も
、

ソ
連
の
方
が
も
っ
と
複
雑
な
国
際
状
況
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

答
え
て
、
慎
重
な
態
度
を
示
し
た
。

　
と
に
か
く
、
日
中
戦
争
勃
発
後
、
不
可
侵
条
約
と
い
う
中
ソ
接
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近
を
経
て
、
ソ
連
の
対
中
国
軍
事
援
助
は
開
始
さ
れ
た
と
み
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
後
借
款
の
額
は
五
〇
〇
〇
万
米
国
ド
ル
ま
で
増
や
さ
れ
、

こ
の
借
款
協
定
は
三
八
年
三
月
一
日
モ
ス
ク
ワ
で
調
印
さ
れ
た
。

し
か
も
そ
の
時
に
は
借
款
は
事
実
上
使
い
果
た
さ
れ
て
い
た
と
い

＾
刎
〕

う
。
こ
の
第
一
次
借
款
協
定
に
し
た
が
っ
て
、
ソ
連
は
飛
行
機
二

九
七
機
、
戦
車
八
二
台
、
大
砲
お
よ
ぴ
曲
射
砲
四
二
五
門
、
機
関

銃
一
八
二
五
丁
、
自
動
車
四
〇
〇
台
、
弾
丸
三
六
万
発
、
ラ
イ
フ

ル
銃
実
包
一
〇
〇
〇
万
発
、
そ
の
他
の
軍
事
物
資
を
中
国
へ
送
っ

た
、
と
さ
れ
る
。

　
つ
づ
い
て
、
三
八
年
七
月
一
日
、
五
〇
〇
〇
万
米
国
ド
ル
の
第

二
次
借
款
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
ソ
ビ
エ

ト
連
邦
は
飛
行
機
一
八
O
機
、
犬
砲
三
〇
〇
門
、
軽
機
関
銃
一
五

〇
〇
丁
、
貨
物
自
動
車
三
〇
〇
台
、
航
空
機
エ
ン
ジ
ン
、
予
備
品
、

弾
丸
、
実
包
そ
の
他
の
軍
事
物
資
総
額
三
〇
〇
〇
万
米
国
ド
ル
を

中
国
に
引
き
渡
し
た
、
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
三
八
年
中
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
中
国
に

対
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
総
額
一
億
米
国
ド
ル
の
借
款
供
与
を
行

な
っ
た
。
ソ
連
側
に
よ
れ
ぱ
、
ソ
ビ
エ
ト
政
府
は
日
本
侵
略
者
に

対
す
る
正
義
の
闘
い
で
、
政
治
的
道
義
的
支
持
と
か
な
り
の
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
）

軍
事
援
助
を
中
国
人
民
に
与
え
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
ソ
連
の
対
中
援
助
は
三
九
年
に
入
っ
て
ま
す
ま
す
拡

大
さ
れ
た
。
四
月
、
中
国
政
府
特
命
全
権
大
使
と
し
て
、
孫
科
立

法
院
長
が
モ
ス
ク
ワ
に
到
着
し
た
。
前
年
の
第
一
次
お
よ
び
第
二

次
借
款
交
渉
に
あ
た
っ
た
彼
は
、
今
度
は
、
一
億
五
〇
〇
〇
万
米

国
ド
ル
の
借
款
供
与
を
ソ
ビ
エ
ト
政
府
に
依
頼
に
き
た
の
で
あ
る
。

ソ
！
エ
ト
政
府
は
こ
れ
に
同
意
し
、
そ
の
後
、
新
借
款
の
実
施
条

件
が
、
ブ
ォ
ロ
シ
ー
口
7
国
防
人
民
委
員
及
ぴ
、
ミ
コ
ヤ
ン
外
国
貿

易
人
民
委
員
と
の
間
で
合
意
を
み
た
。
こ
の
第
三
次
借
款
協
定
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

三
九
年
六
月
二
二
日
ミ
コ
ヤ
ン
と
孫
科
の
間
で
調
印
さ
れ
た
。
そ

の
時
発
表
さ
れ
た
契
約
に
添
付
さ
れ
た
リ
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
、

ソ
ピ
エ
ト
連
邦
は
夫
砲
二
五
〇
門
、
機
関
銃
四
四
〇
〇
丁
、
ラ
イ

フ
ル
銃
五
万
丁
、
貨
物
自
動
車
五
〇
〇
台
、
飛
行
機
用
爆
弾
一
万

六
五
〇
〇
発
、
砲
弾
五
〇
万
発
以
上
、
実
包
一
億
発
、
そ
の
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
）

軍
事
物
賢
を
中
国
側
に
送
っ
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
こ
の
協
定
に
し
た
が
っ
て
結
ば
れ
た
三
つ
の
契
約

に
よ
れ
ぱ
、
ソ
ビ
エ
ト
達
邦
は
飛
行
機
三
〇
〇
機
以
上
、
貨
物
自

動
車
と
ト
ラ
ク
タ
⊥
二
五
〇
台
、
大
砲
二
五
〇
門
、
機
関
銃
；
一

〇
〇
丁
お
よ
ぴ
大
量
の
弾
薬
、
弾
丸
、
弾
薬
筒
、
電
気
設
備
、
爆

撃
装
置
、
修
理
設
備
、
発
動
機
用
燃
料
、
そ
の
他
の
軍
事
物
資
、
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お
よ
そ
総
額
七
〇
〇
〇
万
米
国
ド
ル
相
当
を
中
国
に
納
入
し
た
、

　
＾
磐

と
、
う
o

　
、

　
こ
の
協
定
は
、
日
本
侵
略
者
に
対
す
る
闘
い
で
中
国
人
民
に
ソ

ピ
エ
ト
連
邦
が
与
え
た
援
助
の
大
き
さ
を
証
明
し
た
、
と
ソ
連
側

　
　
　
　
　
秀
）

は
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
の
第
三
次
借
款
協
定
と
ほ
ぼ
同
時
に
中
ソ
通
商
協
定
が
結
ぱ

れ
た
（
三
九
年
六
月
ニ
ハ
日
）
。
ソ
連
側
の
説
明
に
よ
れ
ぱ
、
条

約
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
互
恵
、
主
権
の
相
互
尊
重
の
原
則
で

あ
り
、
駐
華
ソ
連
大
使
館
に
通
商
代
表
部
が
設
け
ら
れ
た
と
の
こ

　
　
＾
3
0
）

と
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
慮
溝
橋
事
件
勃
発
後
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
．
こ
ろ
ま
で

の
ソ
連
の
対
中
武
器
援
助
で
あ
る
が
、
ソ
連
が
抗
日
戦
争
中
、
中

国
に
送
っ
た
の
は
武
器
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
す
で
に
三
七
年
二
一
月
一
日
、
ソ
ビ
エ
ト
飛
行
士
と
と
も
に
ソ

連
製
爆
撃
機
及
ぴ
戦
闘
機
隊
の
第
一
陣
が
南
京
へ
到
着
し
た
。
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

国
で
の
ソ
ビ
エ
ト
義
勇
兵
の
戦
闘
活
動
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
八
年
一
一
月
初
め
ま
で
に
、
ソ
連
は
、
中
国
に
重
爆
撃
機
六
、

中
爆
撃
機
一
四
六
、
戦
闘
機
…
一
二
、
訓
練
機
八
、
計
四
九
一
機

を
送
つ
た
。

　
そ
れ
に
比
ぺ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
三
七
年
の
戦
闘
開
始
後
、
中
国

に
戦
闘
機
二
二
機
を
送
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
グ
ラ
．

ジ
エ
ー
タ
ー
戦
闘
機
を
三
六
機
購
入
し
た
け
れ
ど
も
、
三
八
年
半

ぱ
ま
で
に
中
国
に
到
着
し
た
の
は
そ
の
う
ち
僅
か
一
八
機
で
あ
っ

　
　
＾
磐

た
と
い
う
。

　
国
民
党
政
府
の
公
式
資
料
に
よ
れ
ば
、
抗
日
戦
争
中
、
中
国
は

ソ
連
か
ら
様
々
な
型
の
飛
行
機
を
八
八
五
機
受
け
取
っ
た
と
さ
れ

＾
3
3
〕

る
。　

ま
た
、
三
八
年
に
は
ソ
ビ
エ
ト
軍
事
顧
問
団
も
で
き
て
お
り
、

各
種
教
育
施
設
や
中
国
軍
部
隊
に
お
い
て
九
万
人
以
上
の
中
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
彗

が
ソ
連
専
門
家
の
指
導
の
下
に
教
育
訓
練
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。

　
そ
の
間
、
ソ
ビ
エ
ト
側
の
犠
牲
者
も
増
え
、
七
〇
〇
名
以
上
の

ソ
ピ
エ
ト
飛
行
士
、
整
備
員
が
中
国
へ
や
っ
て
き
て
、
そ
の
う
ち

二
〇
〇
名
以
上
の
も
の
が
日
中
戦
争
の
た
め
に
命
を
藩
と
し
た
と

、
§
。

し
う

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
が
中
国
沿
岸
地
帯
を
完
全
に
封
鎖
す
る
一
方
、

仏
英
当
局
が
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ビ
ル
マ
経
由
で
の
対
中
国
貨
物
輸
送

を
妨
害
し
て
い
る
と
き
、
中
国
が
ソ
ビ
エ
ト
か
ら
の
援
助
を
受
け

取
る
上
で
、
特
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
ア
ル
マ
・
ア
タ
か
ら
新

彊
を
通
っ
て
蘭
州
ま
で
い
く
西
北
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
古
代

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
中
国
人
民
と
日
本
侵
略
者
と
の
戦
争
開
始
後
再
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ぴ
息
を
吹
き
返
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
軍
の
た
め
に
武
器
、
弾
薬
、

燃
料
な
ど
の
物
資
を
積
ん
だ
自
動
軍
や
、
ラ
ク
ダ
、
ラ
パ
の
キ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
6
〕

ラ
パ
ン
隊
が
こ
こ
を
通
っ
て
っ
ぎ
つ
ぎ
と
進
ん
て
行
っ
た
。

　
ソ
連
側
史
料
に
よ
っ
て
こ
の
陸
上
輸
送
路
を
再
構
成
し
て
み
よ

、
フ
O

　
ソ
連
か
ら
の
特
別
物
資
は
す
べ
て
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
：
ソ
ベ
リ

ァ
鉄
道
の
サ
ル
イ
・
オ
ゼ
ク
駅
へ
送
ら
れ
た
。
こ
こ
が
ソ
連
領
を

通
っ
て
新
彊
と
の
国
境
地
点
ホ
ル
ゴ
ス
（
二
三
〇
キ
ロ
）
ま
で
達

す
る
自
動
車
遣
路
の
起
点
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
新
彊
（
一
五
三
〇

キ
ロ
）
を
通
っ
て
さ
ら
に
自
動
車
道
の
終
点
苛
粛
省
の
蘭
州
（
一

一
六
五
キ
ロ
）
ま
で
行
く
。
か
く
し
て
道
路
の
総
延
長
は
二
九
二

五
キ
ロ
に
達
す
る
。
遺
路
に
は
食
料
や
燃
料
補
給
の
た
め
二
〇
の

宿
営
地
が
設
け
ら
れ
た
（
そ
の
う
ち
一
八
が
中
国
側
）
。

　
中
国
へ
の
貨
物
輸
送
は
、
海
抜
一
五
〇
0
1
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
砂
漢
の
悪
路
と
い
う
困
難
な
状
況
で
行
な
わ
れ
た
。
短
期
間

で
こ
の
道
路
は
、
ソ
連
の
援
助
で
新
た
に
つ
く
り
直
さ
れ
、
一
九

三
八
－
四
〇
年
に
は
「
中
国
の
生
命
線
」
に
変
わ
っ
た
と
い
わ
れ

る
。　

三
七
年
一
〇
月
か
ら
三
八
年
二
月
半
ぱ
ま
で
、
ソ
連
国
内
で
は

中
国
に
軍
事
装
備
を
送
る
た
め
に
、
五
六
四
〇
両
の
貨
車
が
使
わ

れ
た
。
そ
う
し
た
物
資
は
新
彊
の
幹
線
道
路
を
ソ
連
製
貨
物
自
動

箪
で
移
動
し
て
行
っ
た
。
そ
の
数
は
五
二
六
〇
台
以
上
に
達
し
た

と
い
う
。
ま
た
四
〇
〇
〇
人
以
上
の
ソ
ピ
エ
ト
人
民
が
中
国
人
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

を
助
け
る
た
め
に
困
難
な
状
況
下
、
献
身
的
に
働
い
た
と
あ
る
。

　
加
え
て
、
別
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
地
域
住
民
と
中
国
軍
一
〇
万

人
以
上
が
参
加
す
る
道
路
建
設
作
業
は
三
九
年
夏
、
こ
ろ
に
は
す
っ

か
り
終
わ
っ
て
い
た
。
道
路
に
は
何
百
も
の
橋
が
架
け
ら
れ
、
積

み
替
え
基
地
、
給
油
所
、
修
理
工
場
、
倉
庫
も
つ
く
ら
れ
た
。
西

北
ル
ー
ト
を
通
っ
て
新
彊
を
旅
行
し
、
ソ
連
の
自
動
軍
が
列
を
な

し
て
中
国
に
軍
事
装
備
と
物
資
を
運
ぶ
の
を
目
撃
し
た
ア
メ
リ
カ

人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ー
は
、
整
然
と
道
路
網

を
利
用
し
て
い
る
の
に
驚
い
た
と
い
う
。
西
北
の
幹
線
道
路
は
中

国
側
の
低
抗
に
活
カ
を
与
え
る
き
わ
め
て
重
要
な
動
脈
で
あ
っ
た

　
　
＾
警

の
で
あ
る
。

　
一
方
、
海
上
輸
送
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
言
え
ぱ
、
三
七
－
三

八
年
中
国
戦
線
の
き
わ
め
て
困
難
な
状
況
を
考
慮
し
て
、
ソ
ビ
エ

ト
連
邦
は
海
路
で
定
期
的
に
軍
事
貨
物
を
移
動
し
始
め
た
。
こ
の

た
め
に
中
国
政
府
代
表
は
三
七
年
一
一
月
オ
デ
ヅ
サ
港
に
到
着
し

た
イ
ギ
リ
ス
汽
船
「
ロ
ー
ド
・
コ
ク
レ
イ
ン
号
」
を
個
人
の
資
格

で
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
。
そ
の
積
み
込
み
は
セ
バ
ス
ト
ポ
ー
リ
港
で
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行
な
わ
れ
、
一
一
月
二
〇
日
ま
で
に
大
砲
用
、
飛
行
機
用
、
機
甲

用
物
資
四
三
一
両
分
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
貨
物
は
船
倉
に
収

容
さ
れ
、
貨
物
自
動
箪
に
よ
っ
て
偽
装
さ
れ
、
船
長
と
船
員
に
は

貨
物
輸
送
の
任
務
に
た
い
し
て
、
総
額
二
万
一
七
五
〇
米
国
ド
ル

の
プ
レ
、
ミ
ァ
が
支
払
わ
れ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
も
イ
ギ
リ
ス
汽
船

を
使
っ
て
ソ
連
の
港
か
ら
、
ハ
イ
フ
ォ
ン
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
へ
軍
事
物
資
が
送
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
実
際
ど

の
程
度
の
額
に
達
し
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し

　
　
　
翁
）

て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ω
）

　
さ
ら
に
中
ソ
間
に
航
空
路
が
開
設
さ
れ
る
の
は
、
三
九
年
半
ぱ

以
降
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
主
体
は
西
北
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
こ
の
時
期
、
中
ソ
間
で
抗
日
戦
を
戦
う
の
に
不
可
欠

の
物
資
が
大
量
に
輸
送
さ
れ
る
中
、
日
本
側
と
し
て
も
無
視
で
き

な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
三
八
年
四
月
四
日
、
重
光
駐
ソ
犬
使
は
リ
ト
ピ
ノ
フ
外
務
人
民

委
員
を
訪
れ
て
、
ソ
連
人
飛
行
士
の
参
戦
に
対
し
て
厳
重
な
抗
議

を
申
し
入
れ
た
。

　
し
か
し
、
翌
五
日
の
り
ト
ビ
ノ
フ
に
よ
る
ソ
連
側
の
反
応
は
き

わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
航
空
機
を
含
め
て
、
対
中

武
器
発
却
に
対
す
る
ソ
ビ
エ
ト
政
府
の
立
場
は
国
際
法
の
準
則
に

完
全
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ソ
ビ
エ
ト
政
府
は
中
国
に
い
か

な
る
軍
隊
も
、
ま
た
戦
闘
に
加
わ
る
個
々
の
軍
人
も
送
っ
て
い
な

い
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
日
本
政
府
の
不
満
は

な
お
さ
ら
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
日
本
当
局
の
保
証
す
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
は
現
在
戦
争
は
な
く
、
日
本
は
中
国

と
ま
っ
た
く
戦
争
を
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
中
国
で
発

生
し
て
い
る
も
の
は
多
か
れ
少
か
れ
、
『
偶
然
的
』
な
『
事
件
』

に
過
ぎ
ず
、
二
つ
の
独
立
国
間
の
戦
争
状
態
と
は
何
ら
の
共
通
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
1
）

を
持
っ
て
い
な
・
い
か
ら
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
ご
と
く
、
日
本
政
府
の
抗
議
を
ま
と
も
に
受
け
取
ら
な

か
っ
た
ソ
連
も
、
日
中
戦
争
の
長
期
化
に
と
も
な
い
、
蒋
介
石
国

民
党
政
権
の
抗
日
戦
に
対
す
る
取
り
組
み
の
不
十
分
な
こ
と
と
、

そ
の
反
ソ
的
言
動
に
い
ら
だ
ち
を
み
せ
始
め
て
き
た
。

　
代
表
的
な
ソ
連
側
研
究
者
の
見
方
は
こ
う
で
あ
る
。
国
昆
党
指

導
層
は
反
ソ
政
策
を
露
骨
に
行
な
い
、
ま
す
ま
す
積
極
的
に
日
本

軍
国
主
義
者
の
対
ソ
戦
を
扇
動
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ソ
ピ

エ
ト
政
府
は
こ
う
し
た
国
民
党
政
府
の
非
友
好
的
政
策
に
気
づ
い

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況
は
特
に
白
制
と
平
静
を
要
求
し

た
。
蒋
介
石
政
権
は
、
帝
国
主
義
諸
国
の
有
カ
層
か
ら
の
圧
カ
に

さ
ら
さ
れ
て
、
日
本
と
の
謀
議
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
お
り
・
ま
た

忽1
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国
民
党
内
に
は
強
カ
な
親
日
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
も
し
こ
う
し

た
状
況
下
で
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
援
助
を
停
止
し
た
ら
、
こ
れ
は
降

伏
分
子
を
益
す
る
だ
け
で
あ
り
、
国
民
党
と
日
本
と
ρ
合
意
を
早

め
る
結
果
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
老
え
た
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
抗
日

戦
争
中
、
中
国
人
民
に
兄
弟
的
援
助
を
与
え
つ
づ
け
た
と
説
明
さ

　
　
｛
珊
〕

れ
て
い
る
。
当
時
の
ソ
連
も
こ
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
戦
線
で
国
民
党
軍
が
小
康
状
態
に
陥
り
、
国

民
党
の
反
動
勢
カ
が
抗
日
民
族
統
一
戦
線
と
手
を
切
り
、
八
路
軍

と
新
四
軍
へ
の
物
資
補
給
を
中
止
し
、
彼
ら
に
対
す
る
挑
発
的
軍

事
攻
撃
を
よ
り
頻
繁
に
行
な
っ
た
後
、
ソ
連
は
対
中
援
助
を
断
念

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
は
、
援
助
は
蒋
介
石
一
派
が
国
内
の
進
歩
勢
カ
と
闘
う
た
め
に

利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
と
し
て
、
四
〇
年
ソ
ピ
エ
ト
連
邦

は
第
三
次
借
款
分
と
し
て
の
武
器
送
付
を
一
時
停
止
し
た
と
あ

＾
禰
〕

る
。　

こ
の
援
助
中
止
が
、
中
国
国
内
の
複
薙
な
政
治
状
況
（
国
共
対

立
の
激
化
）
を
考
慮
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
ソ
連
国
内
の
事
情

（
戦
争
準
備
の
加
速
化
）
を
反
映
し
た
も
の
か
、
定
か
で
は
な
い

が
、
ソ
連
の
対
中
援
助
が
終
わ
り
を
告
げ
る
の
は
四
一
年
六
月
の

独
ソ
戦
開
始
後
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
総
じ
て
、
ソ
連
は
一
九
三
七
年
秋
以
降
、
連
盟
を
舞
台
と
す
る

集
団
的
措
置
に
よ
る
対
中
支
援
か
ら
単
独
の
対
中
援
助
に
移
行
し

た
。
そ
れ
は
、
稜
極
的
に
中
国
支
援
を
行
な
お
う
と
し
な
い
欧
米

諸
国
と
は
異
な
り
、
ソ
連
が
独
カ
で
対
中
援
助
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
間
接
的
に
自
国
の
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
動
機
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
極
東
ソ
連
領
の
安
全
に
重
大
な
関
心
を
抱
い
て

い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
武
器
援
助
の
実
施
に
先
立
っ
て
不
可
侵
条
約
の
締
結

■
に
固
執
し
た
ソ
連
側
の
意
図
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
か
。
日
中
戦
争
の
拡
大
が
必
至
と
は
い
え
、
「
中
国
内
外
の
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仏
）

日
勢
カ
の
配
置
状
況
が
、
い
わ
ば
流
動
状
態
に
あ
っ
た
時
期
」
に

ソ
連
と
し
て
も
、
中
国
の
対
日
抗
戦
能
カ
と
意
志
に
十
分
な
信
頼

を
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
中
国
に
対
し
て
積
極
的
に
武
器
援
助
に

乗
り
出
す
に
は
、
蒋
介
石
政
権
が
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
陣
営
に
加
わ

ら
な
い
と
い
う
保
証
を
必
要
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の

た
め
の
不
可
侵
条
約
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
対
中
国
軍
事
援
助
が
本

格
的
に
始
ま
る
の
も
、
け
だ
し
当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
く
し

肋
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て
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
積
極
的
な
蒋
介
石
政
権
援
助
が
、
日
ソ
関
係

を
緊
張
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
ソ
連
と
し
て
は
、
中
国
が
日
本
の
衛
星
国
と
化
し
て
、

日
本
の
ソ
連
に
対
す
る
立
場
が
強
ま
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
日
ソ
関
係
の
あ
る
程
度
の
緊
張
は
あ
え

て
避
け
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
日
ソ
関
係
の
緊
張
は
日
独
防

共
協
定
締
結
以
来
、
ソ
連
と
し
て
は
ど
の
み
ち
避
け
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
て
、
対
中
援
助
に
よ
り
日
ソ
関
係
が
さ
ら
に
悪
化
し
て

も
、
日
本
は
中
国
と
戦
っ
て
い
る
限
り
、
ソ
連
に
全
カ
を
振
り
向

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
日
中
戦
争
期
の
ソ
連
の
対
中
国
軍
事
援
助
に
関
す
る
主
な
研
究

　
　
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
平
井
友
義
「
第
三
編
　
ソ
連
の

　
　
動
向
（
第
二
巻
第
三
編
、
第
四
巻
第
三
繍
）
補
遺
」
　
目
本
国
際
政

　
　
治
挙
会
太
平
洋
戦
争
原
因
研
究
部
編
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
4
・
日

　
　
中
戦
争
〈
下
〉
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
、
四
二
四
－
四
二
七

　
　
貢
。
香
島
明
雄
「
日
中
戦
争
と
中
ソ
提
携
」
京
都
産
業
大
挙
諭
集
第

　
　
一
〇
巻
第
一
号
、
一
九
八
○
年
、
八
四
－
一
一
七
頁
。

　
（
2
）
　
平
井
友
義
「
ソ
連
の
動
向
（
・
一
九
三
三
年
－
一
九
三
九
年
）
」

　
　
日
本
国
際
政
治
学
会
太
平
洋
戦
争
原
因
研
究
部
編
『
太
平
洋
戦
争
へ

　
　
の
道
4
・
日
中
戦
争
〈
下
〉
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
、
巳
二

　
　
二
貢
。

　
（
3
）
　
員
9
く
童
o
＝
↓
匡
団
＝
o
E
＝
o
蓼
＝
o
自
＝
↓
匡
天
＝
O
O
O
i
（
≧
一
宅
き
）
一

　
ド
心
o
9
昌
p
N
昌
1
き
ド
（
員
籟
目
8
と
し
て
引
用
）

（
4
）
　
横
手
慎
二
氏
は
、
「
イ
ン
ス
タ
ン
ツ
ィ
ヤ
」
と
は
、
一
般
に
裁

　
判
や
国
家
機
関
の
審
級
・
審
議
段
階
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
が
、

　
文
書
中
の
用
例
か
ら
み
て
、
最
終
的
な
外
交
政
策
の
決
定
機
関
を
意

　
味
す
る
と
み
て
よ
く
、
そ
の
実
体
は
構
成
員
の
一
定
し
な
い
政
治
局

．
対
外
政
策
委
員
会
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
横
手
慎
二
「
ソ

　
連
外
交
の
『
転
換
』
一
九
三
〇
1
一
九
三
五
」
渓
内
謙
・
荒
田
洋
編

　
『
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
国
家
と
社
会
』
木
鐸
社
、
一
九
八
四
年
、
一

　
⊥
ハ
一
一
1
’
　
⊥
ハ
一
一
：
目
＾
o

（
5
）
員
｝
＝
1
匝
コ
〇
二
冥
よ
十

（
6
）
↓
彗
秦
二
冥
．
8
ゲ

（
7
）
　
中
国
側
は
明
ら
か
に
、
目
本
が
何
よ
り
も
い
ち
ぱ
ん
中
ソ
協
定

　
を
恐
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
時
点
で
の
ソ
連
と
の
い
か
な
る
交

　
渉
も
目
本
と
の
協
定
を
困
難
に
す
る
と
考
え
て
い
る
竈
も
ち
ろ
ん
、

　
こ
の
不
安
は
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
（
ボ
ゴ
モ
ロ

　
フ
）
は
中
ソ
関
係
の
改
善
が
圓
本
の
中
国
侵
略
を
抑
止
す
る
と
何
度

　
も
言
っ
て
い
る
の
に
、
彼
ら
は
そ
れ
を
実
行
す
る
勇
気
に
欠
け
て
い

　
る
。
（
ボ
ゴ
モ
回
フ
↓
ス
ト
モ
ニ
ャ
ヨ
フ
三
七
年
五
月
五
日
）
（
員
困
＝
．

　
N
0
一
s
勺
．
s
o
l
N
豊
－
）

（
8
）
員
団
コ
．
8
二
員
．
N
奉

（
9
）
↓
婁
美
9
〔
暑
N
畠
l
N
簿

（
1
0
）
　
↓
蔓
美
9
ト
畠
．
～
S
．

（
1
1
）
　
三
七
年
七
月
一
九
日
電
の
彼
の
結
論
で
は
、
対
中
借
款
の
額
を

　
増
や
す
と
同
時
に
、
ソ
連
の
武
器
が
自
国
に
向
け
ら
れ
な
い
保
証
を

1朋
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得
る
た
め
と
い
う
理
由
で
不
可
侵
条
約
を
正
当
化
し
、
あ
く
ま
で
こ

　
れ
を
主
張
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
み
な
し
て
い
た
。
（
貝
団
コ
・
N
9

　
ト
o
宍
－
冨
ω
．
）

（
1
2
）
　
員
団
コ
．
8
一
員
實
1
N
ミ

（
∬
）
　
武
器
調
達
に
関
す
る
蒋
介
石
側
か
ら
の
そ
の
他
の
要
求
は

　
（
一
）
借
款
の
増
額
、
（
二
）
飛
行
機
を
五
〇
〇
機
ま
で
増
や
す
こ
と
、

　
（
三
）
ソ
連
飛
行
機
の
型
及
び
性
能
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
得
る

　
二
と
、
（
四
）
中
国
の
憎
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
専
門
家

　
の
派
遭
。
な
お
、
こ
の
会
談
で
ボ
ゴ
毛
ロ
フ
大
使
の
受
け
た
印
象
は

　
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
侵
条
約
に
つ
い
て
の
我
々

　
の
提
案
は
お
そ
ら
く
蕗
介
石
に
と
っ
て
恩
い
が
け
な
い
、
望
ま
し
く

　
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
鰭
は
圓
本
と
の
和
解
に
関
し
て
う
ま
く

　
立
ち
回
る
試
み
を
捨
て
去
っ
て
い
な
い
。
も
し
彼
が
き
わ
め
て
近
い

　
将
来
、
日
本
と
の
戦
争
を
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
な
ら
、

　
武
器
調
達
に
も
っ
と
具
体
的
な
関
心
を
示
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
（
員
団
コ
ー
N
9
ト
2
｛
．
ミ
㊤
1
）

（
1
4
）
　
員
困
只
8
一
昌
P
N
ま
ー
N
ミ
．

（
1
5
）
　
と
く
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
外
務
人
民
代

　
理
の
電
報
の
中
で
詳
し
く
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々

　
の
義
務
は
、
実
際
中
国
が
日
本
と
戦
争
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
、
第

　
二
条
に
も
と
づ
い
て
、
日
本
と
不
可
侵
条
約
を
結
ば
な
い
と
い
う
こ

　
と
、
及
ぴ
不
可
侵
条
約
発
効
中
は
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
条
約
を
結
ば
な

　
い
と
い
う
保
証
を
我
々
が
望
む
こ
と
に
、
中
国
側
が
異
議
を
唱
え
る

　
こ
と
も
あ
り
う
る
。
も
し
、
こ
の
た
め
に
中
国
側
が
我
々
に
中
国
と

　
の
不
可
侵
条
約
発
効
中
・
目
本
と
不
可
侵
条
約
を
結
ぱ
な
い
義
務
を

　
要
求
す
る
な
ら
、
断
固
拒
否
せ
よ
。
反
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
条
約
は
ソ
連

　
に
対
し
て
明
ら
か
に
敵
対
的
・
か
つ
侵
略
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
ソ

　
不
可
侵
条
約
は
中
国
に
対
し
て
絶
対
に
侵
略
的
で
も
敵
対
的
で
も
な

　
い
。
L
「
こ
の
相
互
約
束
は
、
条
約
調
印
の
際
、
貴
方
（
ボ
ゴ
モ
ロ

　
フ
）
と
王
寵
恵
と
の
間
で
正
式
に
な
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
か
く
て

　
こ
れ
は
、
条
約
を
補
完
す
る
、
口
頭
の
紳
士
協
定
で
あ
る
。
」
然
る

　
ぺ
き
声
明
が
、
そ
の
後
の
交
渉
で
合
意
を
み
た
、
と
あ
る
。

　
（
員
匝
貝
N
g
O
｛
－
N
ま
－
）

（
1
6
）
　
こ
の
条
約
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
条
両
締
約
国
は
両
国
が
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
戦
争
に
訴
え

　
る
こ
と
を
否
と
す
る
こ
と
及
ぴ
そ
の
相
亙
の
関
係
に
於
て
は
国
策
遂

　
行
の
具
と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
こ
と
を
厳
粛
に
確
信
し
、
か
っ

　
右
の
制
約
に
従
い
互
い
に
他
方
に
対
し
単
独
の
ま
た
は
一
も
し
く
は

　
二
以
上
の
別
国
と
の
共
同
に
よ
る
侵
略
を
な
さ
ざ
る
こ
と
を
約
す
。

　
第
二
条
　
締
約
国
の
い
ず
れ
か
の
一
方
が
、
一
ま
た
は
二
以
上
の
第

　
三
国
に
よ
る
侵
賂
を
受
け
る
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
は
全
紛
争

　
期
間
中
、
常
に
右
第
三
国
に
対
し
直
接
に
も
間
接
に
も
、
何
ら
の
援

　
助
を
も
与
え
ざ
る
二
と
、
並
ぴ
に
一
ま
た
は
二
以
上
の
侵
略
国
が
被

　
侵
略
国
の
不
利
に
利
用
す
る
こ
と
あ
る
ぺ
き
何
ら
の
行
動
ま
た
は
協

　
定
を
も
な
さ
ざ
る
こ
と
を
約
す
。

　
第
三
条
　
本
条
約
の
規
定
は
、
締
約
国
の
双
方
が
署
名
国
た
り
、
か

　
つ
本
条
約
の
効
カ
発
生
前
に
締
緒
せ
ら
れ
た
る
二
国
間
ま
た
は
多
数

一
国
間
の
条
約
、
ま
た
は
協
定
よ
り
締
約
国
に
対
し
生
ず
る
檎
利
及
ぴ

127
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義
務
に
影
響
を
及
ぽ
し
、
ま
た
こ
れ
を
変
更
す
る
が
．
こ
と
く
に
解
釈

　
せ
ら
る
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。

　
第
四
条
　
（
前
略
。
）
本
条
約
は
前
記
全
権
委
員
（
ボ
ゴ
モ
ロ
フ
大
使

　
と
王
寵
恵
外
交
部
畏
）
に
よ
る
署
名
の
日
よ
り
実
施
せ
ら
れ
、
五
年

　
間
引
続
き
効
カ
を
有
す
ぺ
し
。
両
締
約
国
の
い
ず
れ
も
右
期
間
の
満

　
了
の
六
カ
月
前
に
於
て
は
、
他
方
に
対
し
条
約
を
終
了
す
る
の
自
国

　
の
希
望
を
通
告
す
る
こ
と
を
得
。
両
締
約
国
が
適
当
の
時
期
に
右
通

　
告
を
な
さ
ざ
る
時
は
、
最
初
の
期
間
の
満
了
後
、
二
年
間
自
動
的
に

　
延
長
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
認
め
ら
る
ぺ
し
。
締
約
国
の
い
ず
れ
も
、

　
条
約
を
廃
棄
す
る
の
自
国
の
希
望
を
二
年
の
期
間
の
満
了
の
六
力
月

　
前
に
他
方
に
対
し
通
告
せ
ざ
る
と
き
は
、
条
約
は
更
に
二
年
間
引
続

　
き
効
カ
を
有
す
ぺ
く
、
爾
後
ま
た
こ
れ
に
準
ず
。
（
平
井
前
掲
書
、

　
三
一
七
頁
。
員
団
＝
。
N
〇
一
ト
〇
一
｛
■
8
o
、
）

（
〃
）
　
員
団
コ
ー
N
9
貞
冥
．
8
ド

（
1
8
）
　
↓
画
竃
美
ρ
ト
o
宍
．
ω
S
－

　
な
お
、
条
約
調
印
を
め
ぐ
る
中
国
政
府
内
部
の
動
揺
以
外
に
も
問
題

　
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ぱ
、
八
月
二
二
目
付
、
他
の
訓

　
電
（
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
↓
ボ
ゴ
モ
回
フ
）
の
中
で
も
、
中
国
側
が
軍

　
事
使
節
団
を
送
る
に
あ
た
っ
て
、
様
々
な
と
こ
ろ
か
ら
モ
ス
ク
ワ
に

　
問
い
合
わ
せ
が
届
い
て
き
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
複
数
の
と
こ
ろ

　
か
ら
の
軍
事
使
節
団
の
派
遭
は
事
前
に
漏
れ
る
危
険
性
が
犬
き
い
こ

　
と
、
そ
し
て
実
際
、
モ
ス
ク
ワ
の
フ
ラ
ン
ス
代
理
犬
使
が
ソ
連
の
対

中
国
武
器
調
達
の
件
で
問
い
合
わ
せ
て
き
た
と
語
り
、
ソ
連
の
対
中

国
武
器
売
却
が
他
国
に
漏
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
と
き

　
と
同
様
、
禁
輸
と
い
う
間
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
蕗
に
伝
え

　
る
よ
う
に
訓
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
こ
の
条
約
の
意
義
に
つ
い
て
、
平
井
氏
は
、
中
国
が
反
共
陣
営

　
へ
の
加
入
を
代
償
と
し
て
目
本
と
和
睦
す
る
可
能
性
を
あ
ら
・
か
じ
め

　
排
除
し
、
ま
た
ソ
連
が
行
動
の
自
由
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
南
京
政

　
府
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
ソ
連
に
依
存
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
ソ
連

　
に
と
っ
て
大
き
な
外
交
的
勝
利
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
平
井
前
掲
書
、
三
一
七
－
三
一
八
貢
。
）

（
2
0
）
　
員
匝
；
8
一
員
員
．
ω
8
．

（
2
1
）
　
↓
豊
美
ρ
■
臭
．
胃
ω
．

（
2
2
）
　
↓
姜
美
9
3
や
N
お
．

　
す
で
に
三
七
年
八
月
二
一
日
調
印
の
中
ソ
不
可
侵
条
約
交
渉
中
、
ソ

　
ピ
エ
ト
側
は
中
国
に
対
し
て
一
億
元
（
二
〇
〇
〇
万
米
国
ド
ル
）
の

　
借
款
設
定
に
同
意
し
た
。
こ
の
と
き
借
款
協
定
の
成
文
は
な
か
っ
た

　
け
れ
ど
も
、
ソ
連
は
三
七
年
一
〇
月
三
一
日
か
ら
、
交
渉
リ
ス
ト
で

　
合
意
を
み
た
借
款
分
と
し
て
、
中
国
に
武
器
供
給
を
実
施
し
始
め
た
。

　
中
国
は
ソ
連
か
ら
飛
行
機
、
戦
車
、
装
甲
車
、
野
戦
砲
、
速
射
砲
、
機

　
関
銃
、
ラ
イ
フ
ル
銃
、
弾
丸
、
爆
弾
、
弾
薬
、
ガ
ソ
リ
ン
を
受
け
取

　
っ
た
。
ソ
ピ
エ
ト
の
借
款
は
二
四
個
師
団
を
装
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